
四條畷市立四條畷西中学校いじめ防止基本方針 

令和７年４月改訂 

はじめに 

「四條畷市いじめ防止対策基本方針」に基づき、学校がいじめの防止等のための基本的な考え

方「四條畷西中学校いじめ防止基本方針」を策定する。 

 

１ いじめの定義  

いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）において、「いじめ」は、「児童等に対して、当該

児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う 

心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。 

この定義を踏まえ、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的、形式的に   

行うのではなく、いじめられた生徒等の立場になって、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察

するなどを注意深く確認する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所での被害発生を踏  

まえ、背景など事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着眼し、いじめに該当するか否かの判断

を行う。 

 

２ いじめの防止等に関する学校組織「いじめ対策・支援教育推進委員会」 

（１）構成委員 

校長、教頭、首席、養護教諭、生徒指導主事、学年主任３人、該当生徒担任、支援学級担任、 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、支援教育コーディネーター 

 

（２）主な取組み 

①いじめの防止等に係る年間計画の作成、実行、検証、修正 

②いじめの防止等に係る校内研修を企画・実施 

③学校いじめ防止基本方針の点検・見直し（PDCA サイクルの実行を含む） 



３ いじめの防止等に関する取組み 

（１）いじめの未然防止 

学校は、生徒が、道徳教育や人権教育、社会体験、自然体験、ボランティア活動等を通じて、 

一人ひとりが互いに認め合うことの大切さを十分に理解できるよう、発達段階に応じた教育課程

を推進する。いじめはどの子どもにも起こり得るという事実を踏まえ、すべての子どもを対象に、

いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。インターネット上のいじめの防止に関しては、

携帯電話やインターネットの正しい利用方法や危険性についての理解を深め、インターネット等

を利用するためのモラルを向上させるよう、情報教育を推進する。 

 

（２）いじめの早期発見  

すべての教職員が連携し、生徒のささいな変化に気づく力を高めることが必要である。いじめ

は大人が気付きにくい場所等で行われたり、遊びやふざけあいを装うなど、いじめと判断    

しにくい場合もあると認識し、ささいな兆候であっても、早い段階から的確に関わりを持ち、いじ

めを隠したり軽視したりすることなく、いじめの積極的な認知に努める。 

また、日頃から子どもの見守りや信頼関係の構築等に努め、子どもが示す変化を見逃さない  

よう情報収集に努めるとともに、ＱＵや、いじめアンケート調査を定期的に行い、加えて教育相談

の実施等により、子どもがいじめを訴えやすい体制を整え、組織的にいじめの実態把握に取り組

む。   

*QU：教員が、望ましい集団づくりを行うため、生徒等を対象に実施する質問紙調査  

 

（３）いじめの早期対処 

学校の教職員が、生徒等からいじめ相談を受けた場合、また事実があると思われるときは、  

被害生徒を守り、一人で抱え込まず、速やかに校内いじめ対策委員会で情報共有を図る。 

 

 

 



（４）いじめへの組織的な対処 

教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関や専門機関との連携のもと、第一に被害生徒等

を守り通す。 

加害生徒等には、成長支援の観点を踏まえ、自らの生活や行動などの反省を促し、将来に希望や

目標をもち、より充実した学校生活を送ることができるよう教育的配慮のもと、毅然とした態度

で指導する。  

 

（５）いじめの解消 

いじめが解消している状態とは、少なくとも次の 2 つの要件が満たされている必要がある。  

これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情を勘案して判断するもの  

とする。 

① いじめに係る行為が止んでいること（3 か月を目安） 

② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまでも、一つの段階に過ぎず、解消している 

状態に至った場合でも、いじめ再発の可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、当該いじ

めの被害生徒及び加害生徒を日常的に注意深く観察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度 四條畷西中学校 いじめ防止年間計画 

日常的に…◎○定期的な班長会議，◎生徒会・委員会活動，◎協同学習を取り入れた授業，◎生活班の活用拡大 

◎：未然防止（成長を促す指導）○：早期発見（予防的な指導）●：いじめへの対処（課題解決的な指導） 

 

 学校全体 １年 ２年 ３年 

４月 

 

第１回いじめ対策委員会（年間

計画の確認等） 

生徒指導部会 

支援教育運営委員会 

◎保護者へのＰＲ 

◎生徒ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

◎前期各種委員・係選出 

 

◎保護者へのＰＲ 

◎生徒ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

◎前期各種委員・係選出 

 

◎保護者へのＰＲ 

◎生徒ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

◎前期各種委員・係選出 

 

５月 

 

生徒指導部会 

生指小委員会 

小中連絡会 

支援教育運営委員会 

◎生徒総会 

◎○Ｑ－Ｕ（学級状況診断） 

○携帯安全教室 

 

◎生徒総会 

◎○Ｑ－Ｕ（学級状況診断） 

○携帯安全教室 

 

◎生徒総会 

◎○Ｑ－Ｕ（学級状況診断） 

○携帯安全教室 

 

６月 

 

生徒指導部会 

生指小委員会 

支援教育運営委員会 

○●いじめアンケート 

◎平和集会 

◎いじめノックアウト(1 回目) 

○●いじめアンケート 

◎平和集会 

◎いじめノックアウト(1 回目) 

○●いじめアンケート 

◎平和集会 

◎いじめノックアウト(1 回目) 

◎修学旅行 

7 月 

 

第２回いじめ対策委員会 

徒指導部会 

生指小委員会 

支援教育運営委員会 

◎一学期反省 

◎○夏休み対策 

夏休み事前指導(集会) 

◎○薬物乱用・非行防止教育 

◎○三者懇談 

◎一学期反省 

◎○夏休み対策 

夏休み事前指導(集会) 

◎○三者懇談 

◎一学期反省 

◎○夏休み対策 

夏休み事前指導(集会) 

◎○三者懇談 

８月 不登校対策委員会 

小中合同研修会 

◎○Ｑ－Ｕ（各学年事例検討） 

   

９月 

 

夏休み生活実態のまとめ 

生徒指導部会 

生指小委員会 

   

 

10 月 生徒指導部会 

生指小委員会 

支援教育運営委員会 

◎西フェス 

◎後期各種委員・係選出 

◎校外学習 

◎西フェス 

◎後期各種委員・係選出 

 

◎西フェス 

◎後期各種委員・係選出 

 

11 月 

 

生徒指導部会 

生指小委員会 

不登校対策委員会 

支援教育運営委員会 

小中連絡会 

○●いじめアンケート 

◎○Ｑ－Ｕ（学級状況診断） 

◎いじめノックアウト(２回目) 

◎職業体験 

○●いじめアンケート 

◎○Ｑ－Ｕ（学級状況診断） 

◎いじめノックアウト(２回目) 

○●いじめアンケート  

◎進路懇談 

◎○Ｑ－Ｕ（学級状況診断） 

◎いじめノックアウト(２回目) 

12 月 

 

 

第３回いじめ対策委員会（状況

と取組みの検証） 

生徒指導部会 

生指小委員会 

支援教育運営委員会 

◎人権講演会 

◎二学期反省 

◎三者懇談 

◎○冬休みの対策 

冬休み事前指導(集会) 

◎人権講演会 

◎二学期反省 

◎三者懇談 

◎○冬休みの対策 

冬休み事前指導(集会) 

◎人権講演会 

◎二学期反省 

◎三者懇談・校長面接 

◎○冬休みの対策 

冬休み事前指導(集会) 

1 月 生徒指導部会（年間反省） 

生指小委員会 

不登校対策委員会 

支援教育運営委員会 

◎小６半日入学 

 

◎小６半日入学 ◎小６半日入学 

2 月 生徒指導部会 

生指小委員会 

支援教育運営委員会 

◎○性教育 

○●いじめアンケート 

◎スキー林間 

◎○性教育 

○●いじめアンケート 

◎クラスマッチ 

◎○性教育 

○●いじめアンケート 

3 月 第４回いじめ対策委員会（年間

反省、次年度計画作成） 

小中引き継ぎ会 

支援教育運営委員会 

◎３年お別れ会 

◎三学期反省 

◎クラスマッチ 

◎３年お別れ会 

◎三学期反省 

◎クラスマッチ 

◎３年お別れ会 

◎茶話会 



４ 重大事態への対処  

（１） 重大事態とは 

いじめ防止対策推進法 第２８条  

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い

があると認めるとき。  

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき。 

 

（２）調査 

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」により適切に対応する。 

 

（３）報告 

学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告する。 

 

（４）調査の組織  

学校が調査の主体となる場合は、学校に設置される、いじめの防止等の対策のための組織を   

もとに取り組む。 

 

（５）調査の実施  

いじめ行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や子

どもの人間関係、教職員がどのように対処したかなどの事実関係を可能な限り網羅的に明確に  

する。因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

 

（６）調査結果の提供及び報告  

学校は、いじめを受けた児童等やその保護者に対して、調査により明らかになった事実関係等

について説明する。  

 

（７）重大事態発生時の対応 

 



 

１ 報告 

 

 

 

 

         報告①           報告③・支援の要請 

 

 

        指導・助言 

２ 調査 

 ① 学校主体で調査する場合 

 

 

説明   調査結果報告         報告② 

 

         報告① 

                         報告③ 

 

 

         指導・助言 
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